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個人情報ファイル名称 生活保護及び生活に困窮する外国人に関する生活保護の措置に関する業務ファイ
ル

個人情報ファイルの利用
目的

生活保護費の支給に関する事務を行うため。

記録項目

☑3ふりがな
☑2氏名

☑4住所
☑5生年月日・
年齢

☑6性別
☑7国籍・本籍
☑8世帯主・続柄
☑9親族関係
☑10婚姻歴
☑11健康状態

☑12傷病歴
☑13障害
☑14身体・性格
の特徴

☑15学業・学歴
☑16職業・職歴
☑17資格
☑18賞罰
□19地位
☑20加入団体
☑21主張
□22成績・評価

☑23家庭状況
☑24居住状況
☑25趣味・嗜好
☑26電話番号
□27ＦＡＸ番号
☑28印影

☑30収入状況
☑31資産状況
☑32税状況
☑33公的支援状

☑34口座番号
□35思想・信条
□36宗教
□37人種・民族
☑38犯罪歴
□39社会的差別
の原因となるお
それのある事項

☑1個人番号

☑29Eメールア
ドレス

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

（名　称）

（所在地）

訂正および利用停止に関す
る他の規定による特別の手
続等

個人情報ファイルの種
別

備考

総務部文書情報課

福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号

☑法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当
するファイル

☑有 □無

健康福祉部生活支援課保護係

記録範囲

記録情報の収集方法

別紙記載(3)のとおり

－

記録情報の経常的提供先
有の場合は別紙記載(5)のとおり

☑40その他（有
　の場合は別紙
　 記載(2)のと 
  おり）

☑含む　　　□含まない

当該ファイル簿を利用する各種の行政事務処理がある場合は別紙(1)のとおり

太宰府市長

収集方法
☑本人

☑本人以外(本人以外有の場合、詳細は別紙記載(4)のとおり）



個人情報ファイル簿

(1)市が行う各種の行政事務処理一覧

(2)記録項目その他の具体的項目

224ID

(3)記録範囲

行政事務の名称と利用目的

具体的に利用している事務等の名称 利用の具体的目的

10 住宅新築資金等貸付事務 借受人との住宅資金貸付契約を締結にかかる契約書をはじめとす
る各種資料で、記録の保存及び契約の証明資料として利用するた
め。

47 個人市・県民税徴収賦課業務 個人市・県民税の課税及びそれに基づく税務証明書等の発行に利
用するため。

51 国民健康保険税賦課業務 国民健康保険における資格の管理、国保税の賦課、保険給付、保
健事業その他の国保関連業務を行うため。

107 就学援助業務 就学援助費・特別支援教育奨励費の認定及び振込事務を行うた
め。

152 児童手当支給業務 児童手当の受給資格を認定するため。

153 児童扶養手当支給業務 児童扶養手当の受給資格を認定するため。

156 保育所入所等業務 保育所入所に関する事務及び保育料の徴収を行うため。

160 ＤＶ対応事務 ドメステッィクバイオレンスに対する対応を行うため。

161 児童虐待対応事務 要保護児童への適切な保護、要支援児童、特定妊婦への適切な支
援を図るため。

162 病児保育事業業務 病児保育事業の事務を行うため。

166 老人保護措置費関連事務 老人保護措置の要否決定判断、自己負担金額の決定及び入所者状
況把握するため。

235 介護保険業務 介護保険業務の円滑な運営に資することを目的とし、介護保険に
関する資格、保険料、給付、指定業務などの管理を行うため。

242 集団健康診査業務 市民の健康保持を図るため、特定健診（40～74歳の国保資格者対
象）、一般健診（生活保護受給者及び20～39歳の市民対象）、各
がん検診（全市民）を集団で実施し、その健(検)診結果を把握
し、システムに入力し管理を行うため。

261 国民年金業務 国民年金法に基づく法定受託事務（第1号被保険者にかかる届出・
申請や年金請求書等の受付事務及び日本年金機構への送付事務）
等を正確かつ円滑に行うため，国民年金被保険者の資格記録や年
金受給権者の情報を電算管理する。

311 養育医療事務 未熟児養育医療給付を実施するため。

334 生活困窮者自立相談支援及び住居確保
給付金支給業務

生活困窮者の自立に関する相談支援事務及び住居確保給付金の支
給事務を行うため。

375 特別定額給付金給付業務 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、特別定額
給付金を給付するため。

395 移動支援事務 移動支援サービスの決定のため。

396 基幹相談支援センター事務 障がい者に関するあらゆる相談に対応するため。

406 自立支援医療（精神通院医療）事務 自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付・再交付・変更・
返還等の申請のため。

408 重度障害者福祉手当支給事務 重度障害者福祉手当の支給決定のため。

410 障がい支援区分等認定審査会事務 障がい支援区分の決定のため。

411 障害児通所サービス事務 障害児通所サービスの支給決定のため。

414 障害福祉サービス事務 障害福祉サービスの支給決定のため。

422 日中一時支援事務 日中一時支援支給サービスの決定のため。

・生活保護相談者世帯及びその親族・関係者

・対象被保護者世帯及びその親族・関係者
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①外部委託による経常的提供

(4)本人以外の収集方法（有の場合のみ記載）

(5)記録情報の経常的提供先（有の場合のみ記載）

②外部委託以外の経常的提供

・富士通Japan(株)

・(株)メディブレーン

・(株)九州日立システムズ

・社会保険診療報酬支払基金

機関等の名称

・官公署

・日本年金機構

・共済組合

・金融機関

・信託会社

・雇用主

・民生委員

・医療機関

・指定医療・介護・施術機関

・保健福祉環境事務所

・法テラス福岡

・社会福祉協議会

・南隣保館

・小中学校

・公共職業安定所

・社会保険診療報酬支払基金

・民生委員

・福岡県保健福祉労働部保護・援護課

・厚生労働省社会・援護局（福祉医療機構）

・福岡県後期高齢者医療行為区連合

・警察署

・日本放送協会（福岡放送局）

・児童相談所


